令和６年度第１回下関市建築審査会議事録

　　　　　日　　時　令和７年３月１９日（水曜日）１３：４０～１４：１５　　

　　　　　場　　所　下関商工業振興センター３階　第３研修室

　　　　　出席委員　松原会長・廣川委員・寺田委員・渡邉委員

　　　　　議　　案　

・下関市特別用途地区建築規制条例第４条第５項の規定による特例許可案件について
・建築基準法第４３条第２項第２号許可の包括同意の報告について

（審　議　内　容）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：４０　開会

事務局　　定刻となりましたので、只今より、

令和６年度第１回下関市建築審査会を開催させていただきます。

私は、本日の司会進行を行います、山内と申します。

よろしくお願いいたします。

審査会の開会に先立ちまして、

委員の皆様のご紹介をさせていただきます。

異動等により代わられた委員もおられますので、

お名前を申し上げた後、その場で一言ご挨拶をお願いいたします。
各委員    (紹介）
　　　
事務局　　ありがとうございました

続きまして、幹事を紹介します。
　　
各幹事    (紹介）
事務局　　それでは、即席理事より皆様へ、一言ご挨拶申しあげます。

都市整備部理事　（挨拶）
事務局　　それでは、お手元の建築審査会次第に沿って進行させていただきます。

本日の議案は、即席理事より説明がありましたとおり、

下関市特別用途地区建築規制条例による許可に係る審議が1件、

建築基準法第４３条第２項第２号許可に係る包括同意の報告が４７件となって
おります。

下関市建築審査会条例第４条第２項の規定により、

会議の議長は会長をもって充てると定めておりますので、

松原委員に会議の議長をお願いいたします。　　
松原会長　それでは、令和６年度第１回下関市建築審査会を開会いたします。

事務局は定足数について報告をしてください。

事務局　　ご報告いたします。

　　　下関市建築審査会条例第２条に規定されております委員５名中４名の委員がご出席でございます。

松原会長　報告のとおり、定数５名中４名が出席でありますので、下関市建築審査会条例第４条の規定に基づき、本日の会議は成立していることを宣言いたします。
　　　続きまして、議事録の署名委員を選出したいと思います。

寺田委員さん、廣川委員さんにお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

両委員　　はい、了承いたします。
松原会長　では、よろしくお願いいたします。
それでは、付議案件の説明を事務局より行ってください。
事務局　（付議案件1件説明）
松原会長　只今の付議案件について、何かご意見ご質問等はありませんか。

廣川委員　そもそも、原動機を使用する工場で作業場の延べ床面積が300㎡を超えるものを建築できないとされている理由及び周辺に同様の建築物が密集している当該地周辺が特別業務地区に指定されている理由は何か。

事務局　　特別業務地区は、流通業務施設、沿道サービス施設及びこれらに関連する工場の集約的な立地を図る目的として、当該地周辺以外の地区の状況等も総合的に勘案したうえで指定されています。

松原会長　他にご意見ご質問はないでしょうか。
無いようでしたら、今回の特例許可について、建築審査会の意見としては支障なしといたします。
松原会長　続きまして、報告案件の説明を事務局より行ってください。

事務局　（包括同意案件４７件報告）
松原会長　只今の報告案件について、何かご意見ご質問等はありませんか。
　　　　　よろしいでしょうか。

無いようでしたら、報告案件を終わります。
　　　事務局側から、何か連絡事項などありませんか。

事務局　　現在のところ、

下関北都市計画特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例に係る特例許可案件について１件のご相談があります。

しかしながら、開催時期は未定となっております。
決まり次第、事前にご連絡を差し上げます。
松原会長　それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回下関市建築審査会を閉会いたします。
事務局　　ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：１５閉会
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